
千葉県連盟発 7-22号 

令和 8年 2月 10日 

団委員長 

一般社団法人日本ボーイスカウト千葉県連盟 

理 事 長  片 平 紀 行 

 

一般社団法人日本ボーイスカウト千葉県連盟 臨時社員総会の招集状 

 

一般社団法人日本ボーイスカウト千葉県連盟定款第 18条および第 19条に基づき、臨時総会を下記の 

とおり招集いたします。 

記 

１.日 時  令和 8年 2月 23日（月・祝） 16時～17時 

受付開始  15時 40分～ 

※同日開催予定の「令和 7年度団委員長集会」終了後に開催いたします。 

 

２.会 場  四街道市民文化センター 3階 301号室 

住所 〒284-0001 千葉県四街道市大日 396 

 

３.議 題  一般社団法人日本ボーイスカウト千葉県連盟定款の変更について 

第１号議案 定款第 21条（議決権）の変更について承認を求める件 

第 2号議案 定款第 23条（議決の委任）の変更について承認を求める件 

第 3号議案 定款第 24条（書面等による議決権の行使）の変更について承認を求める件 

 

４.その他 

（1）総会の出欠については、同封のはがきにて、2月 20日（金）必着にてお知らせください。 

（郵便事情を考慮し、早めの投函をお願いします） 

（2）ご欠席の方は、必ず委任状の提出をお願いします。また、ご出席予定の方も、万一のことを考えて、

委任状の提出をお願いします。 

（4）団委員長で県連盟役員あるいは地区コミッショナーを兼ねる方は、県連盟役員、地区コミッショナ

ーとしての議決権も有しますので、招集状は 2通発信されます。両方の委任状をご提出ください。 

（4）定款の変更は、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議が必要となりますので、皆様

のご出席、もしくは委任状の提出にご協力をお願いいたします。 

（5）当日は制服または礼服にてご出席ください。 

 

５.同封書類 

① 出欠通知兼委任状（はがき）、② 議案書、 

③ [資料 1]県連盟総会での議決権行使方法の改善案へのご意見と回答、 

 ④ [資料２]総会の委任に関する取扱い規則、⑤ [資料３]出欠通知記入要領 

 以上 

問い合わせ先：一般社団法人日本ボーイスカウト千葉県連盟事務局 e-mail : office@chiba.scout.jp 


